
デジタル地域通貨ICHICO 健康経営推進事業のご案内

個人事業主及び中小企業にお勤めの従業員で、市川市の受診券を利用して、
特定健康診査やがん検診等を受診した方に、ICHICOポイントを付与

・ICHICO加盟店（中小企業や個人事業主が経営する店舗）の経営者や従業員
・市川市の受診券を利用して、下記の健診等を受診された方
・令和6年4月1日～12月31日までの間に受診された方

・特定健康診査又は健康診査を受診された方 1,500Pt
・がん検診又は肝炎ウイルス検診を受診された方 1,500Pt
※どちらも受診した場合、3,000Ptを進呈
ポイントは、申請から概ね２週間以内に進呈いたします。

申請期間：令和6年9月21日（土）～令和6年12月31日（火）
対象加盟店に送信した申請用フォームから申込み
※申込みは１店舗あたり３名まで
※加盟店単位で申込み
メールを削除してしまった場合、ご連絡いただければ、再度送信します。
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